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佐用町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 
る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行 
規則の一部を改正する規則 

 
 
 
佐用町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 
 
 
 

令和 ８年 ５月２９日 
 
 
             佐用町長  江 見 秀 樹 
 

 



佐用町規則第９号 

 

佐用町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例施行規則の一部を改正する規則 

 

佐用町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則（平成27年

佐用町規則第26号）の一部を次のように改正する。 

 

本則に次の１条を加える。 

第61条 条例別表第２の27の項の規則で定める事務は佐用町高校生等医療費助成事

業実施要綱（令和２年３月27日要綱第12号）第４条による医療費の助成に関する

申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の27の項の規則で定める

情報は次に掲げるものとする。 

(１) 高校生等又は当該高校生等の保護者若しくは扶養義務者に係る住民票関係

情報 

(２) 高校生等又は当該高校生等の保護者若しくは扶養義務者に係る地方税関係

情報 

(３) 高校生等又は当該高校生等の保護者若しくは扶養義務者に係る生活保護実

施関係情報 

(４) 高校生等又は当該高校生等の保護者若しくは扶養義務者に係る外国人生活

保護実施関係情報 

(５) 高校生等に係る障害者関係情報 

(６) 高校生等又は当該高校生等と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険関

係情報 

 

附 則 

この規則は、令和８年７月１日から施行する。 
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